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本テキストについて 
「エネルギー基本計画（2021 年 10 ⽉ 22 ⽇閣議決定）」において、⽔⼒は、「純国産で、

渇⽔の問題を除き、天候に左右されない優れた安定供給性を持ち、⻑期的に活⽤可能なエネ
ルギー源である。また、地域共⽣型のエネルギー源としての役割を拡⼤していくことが期待
される。このうち、⼀般⽔⼒（流れ込み式）については、運転コストが低く、ベースロード
電源として、揚⽔式については、再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤に当たっても必要な調整電
源として重要な役割が期待される。」とあります。再⽣可能エネルギー固定価格買取制度
（FIT 制度）の開始を受け、既設⽔⼒発電のリプレイスを中⼼に中⼩⽔⼒発電の開発が多く
進んできていますが、開発リスクが⾼く、新規地点の開拓が難しいことに加え、河川環境に
関連する地域の合意や系統制約などの課題が存在しています。 

このような中で今後のさらなる⽔⼒発電の開発・更新等のプロジェクト推進のためには、
地域の⾃然環境を適切に把握したうえで、個々の地点に合わせた最適な発電所の建設や、社
会・⾃然環境等の変化に合わせた設備の改良を⾏う必要があります。本テキストの作成は、
これからの⽔⼒発電事業を担う⼈材を育成するための様々な取り組みの⼀環として⾏われ
るものです。本テキストが⽔⼒発電事業を志す⽅々に広く活⽤され、⽔⼒発電のさらなる導
⼊拡⼤が進むことを期待します。 
 
 
※ 本テキストにおける留意点 
 ⽔⼒発電に関する技術的に⾼度な研修やテキストはすでに内容が充実したものがあることから、本テ

キストは、１）これから⽔⼒発電事業を検討する⽅、２）⽔⼒発電事業に興味がある⽅、３）⽔⼒発
電事業にこれから従事する⽅（経験がまだ浅い⽅）といった⽅々を想定して作成しました。このため、
内容的に⽔⼒発電事業とそれに関連する技術の初歩的な部分に焦点をあてたものになっています。た
だし、本テキストの 5 章「各種詳細設計」では専⾨的な内容にも触れていますので、必要に応じて活
⽤してください。 

 公表されているテキストに既に記載がある事項は、本テキストではその内容を引⽤して紹介していま
す。そこの部分についてさらに詳しい内容を知りたい⽅は、その引⽤先を参照してください。 

 本テキストの内容から更に専⾨知識を深めたい⽅は、他の機関で実施されている専⾨性が⾼い研修の
受講や、関連するテキストの⼊⼿により、さらなる技術・知識の研鑽を⽬指してください。それら研
修や⽔⼒発電に関する基準類、助成制度については本テキスト 8 章「⽔⼒発電に関する研修・基準類・
助成制度について」で紹介します。 
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     Psy：軸⽅向の⾃重荷重(N) 
      Z：有効断⾯係数(mm3) 
      A：断⾯積(N/mm2) 
      σa：スクリーンバーの許容曲げ応⼒度(N/mm2) 
② せん断応力度 

τ ൌ
𝑆
𝐴𝑤

 ൑  𝜏𝑎 

 ここで、τ：スクリーンバーに作⽤するせん断応⼒度(N/mm2) 
      S：⾃重と⽔重荷重によるせん断⼒(N) 
     Aw：スクリーンバー断⾯積(mm2) 
     τa：スクリーンバーの許容せん断応⼒度(N/mm2) 
③ たわみ 

δ ൑  
1

600
 

 ここで、δ：⾃重と⽔重荷重によるたわみ(mm) 
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(2 )除塵設備 

除塵設備は、スクリーン設備における塵芥類の掻き揚げを補⾜する設備です。設置の是⾮
は事業者によって判断が異なりますが、事前の現地調査（特に秋頃）により落ち葉、枝、ゴ
ミ等の漂着が想定される場合は、設置の検討はするべきと考えます。除塵設備はスクリーン
と⽐べて⾼価であるため、設置の是⾮により事業採算性は⼤きく変わる可能性があります。
他⽅で、実際に運転開始後に毎⽇除塵掃除に作業員が向かう発電所も多くあることは、事前
に確認しておくべきと考えられます。 

以下は、ある発電所での除塵調査の事例です。特にスクリーンをすり抜けて⽔⾞のガイド
ベーンまで到達しているため、故障の要因ともなり得ます。 
 

表-5.6.18 ある発電所の塵芥類調査例 

取⽔⼝地点 ⽔⾞（ガイドベーン） 

  
内容物：①⼤きめな藻（コケの類）、②葉、③藁
の類、④⼩枝、⑤発スチロール（カップめん容
器の破砕したもの） 

内容物：①藻（コケの類）、②葉、③藁の類、④⼩枝、
⑤ビニール（袋の破砕したもの及び紐）、⑥洗濯粉洗
剤のフタ 

 
除塵設備は、広く使われているレーキ式の他に、細かな除塵も引き上げるネット式があり

ます。（表-5.6.18 参照）除塵への考え⽅は、⽔⾞のケーシングとランナの隙間にどれほど余
裕があるかがポイントになります。従来の 3,000〜4,000kW 以上のやや⼤きめの⽔⾞はケー
シングとランナの隙間も⼤きいため、ある程度の葉や枝は通過させることができます（損傷
につながるため良い状態とは⾔えません）。他⽅で、近年増えている中⼩⽔⼒発電は、最⼤
使⽤⽔量が少ないため、⽔⾞が⼩さく、ケーシングとランナの隙間も⼩さいため塵芥類詰ま
りによる故障が起きやすい傾向にあります。このため安定した発電運営に対しては、より細
かく対応することも求められています。 

また気温が低下する地域では、スクリーンや除塵設備が凍結し故障信号を出して発電停
⽌する場合や除塵機能が発揮しないこともあります。このような場合は、ヒート設備を内蔵
した設備を選定することが望ましいです。 
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除塵機の選定や設置は、専⾨の設備メーカーに依頼してください。除塵機は発電所の完成
後でも設置することはできますが、以下の点に留意してください。 

 
＜後付けの場合の留意点＞ 

・取⽔⼝に設置する場合は占⽤⼯作物に該当する可能性があり、⽔利使⽤許可の変更申請
が必要になる場合があります。 

・取⽔⼝では除塵機が稼働した際に、周辺護岸の定規断⾯から川側にはみ出ないように、
⼨法に留意する必要があります。 

・取⽔⼝、ヘッドタンク共通して、設置するコンクリート躯体の安定性は再度確認する必
要があります。 

・取⽔⼝、ヘッドタンク共通して、弱電線や通信ケーブルを敷設する必要があるため、既
存の状態でこれらの設備が無い場合は、敷設する必要があります。 

 

  
写真撮影：⼋千代エンジニヤリング株式会社 

図-5.6.31 寒冷地でヒート設備を設置した除塵設備の例 
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表-5.6.18 除塵設備の形式一覧193 

 

                                                       
193 資料提供：⼋千代エンジニヤリング株式会社 
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(3) ゲート設備 

ゲート設備は、流⽔の遮断⼜は通⽔のための調整設備であり、中⼩⽔⼒発電では取⽔⼝ゲ
ート、制⽔ゲート（ヘッドタンクに設置）、排砂ゲート（沈砂池に設置）、放⽔庭ゲートが挙
げられます。放⽔庭ゲートは⽴軸⽔⾞の放⽔庭に設置されることが多く、横軸⽔⾞では設置
しないことが⼀般的です。 

ゲートは⼿動・電動の 2 種類があり、使⽤頻度が⾼い場合、もしくは移動が困難な場合
（冬季に到達できない等）は電動とし、使⽤頻度が低い場合は⼿動でも対応することができ
ると思われます。ゲートは、ゲートそのもので流量調整等を⾏うことは無いため、全閉か全
開のいずれかになります。このため、電動の場合は、開閉⽅式はスピンドル式、⼿動の場合
はラック式の採⽤が多いです（ラック式は動作時に⾳が出るため、周辺環境に注意してくだ
さい）。 

ゲートの躯体は、⽔と接することが多いため SUS304 を使⽤することが⼀般的ですが、制
⽔ゲートなど全閉する時期が年に数度程度の限られる場合は SS400 を使⽤することもあり
ます。 

⽔密は、確実な流⽔遮断が必要になるため四⽅⽔密が基本と考えられます。四⽅⽔密は、
ゲート全閉による押し込みで底部を、また遮断側の⽔圧で側部と上部をそれぞれ押し込む
ことで⽔密を確保する⽅式です（図-5.6.32 参照）。 

ゲート設備の設計は鋼構造物計画設計技術指針194を参照することが多いです。取⽔⼝ゲ
ート、排砂ゲート、制⽔ゲート、放⽔庭ゲート共に設計⽅法は同じで荷重条件のみ変わりま
す。 
 

 

ゲートに関わる技術基準は、他にもダム・堰施設技術基準（案）や

水門鉄管技術基準が挙げられます。どの基準を適用するかは、検討

する条件に応じて使い分けることが良いと思われます。例えばダム

式発電所の場合は、ダム関連は、ダム・堰施設技術基準（案）で設

計されていれば、それに合わせて適用技術基準の整合を図り、その

他の河川構造物が水門鉄管技術基準で設計されていれば、それに合

わせて適用技術基準の整合を図ることで、設計方針を統一する事が

できます。 

 

                                                       
194 出典）農林⽔産省「鋼構造物計画設計技術指針（⽔⾨扉編）」平成 21 年 11 ⽉ 
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図-5.6.32 四方水密ゲートの概念図 

 
図-5.6.33 ゲートの設計例195 

                                                       
195 資料提供：⼋千代エンジニヤリング株式会社 
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ゲートの設計は、ゲートに作⽤する荷重に対する安全性を評価します。基本的な算定式は
以下の通りです。計算例については技術指針をご覧ください。 

 
① 曲げ応力度 

σ ൌ α ൈ p ൈ
ሺ
𝑏
2ሻ

ଶ

𝑡ଶ
 ൑ 𝜎𝑎 

 ここで、σ：ゲート躯体の曲げ応⼒度(N/mm2) 
     α：a/b 係数（a:躯体⽀持幅、b:躯体⽀持⾼さ） 
      t：躯体厚さ(mm) 
      p：単位⾯積当たり荷重(N/mm2) 
     σa：許容曲げ応⼒度(N/mm2) 
 
② せん断応力度 

τ ൌ
𝑆
𝐴

 ൑  𝜏𝑎 

 ここで、τ：躯体に作⽤するせん断応⼒度(N/mm2) 
      S：⽔圧荷重によるせん断⼒(N) 
     Aw：躯体断⾯積(mm2) 
     τa：躯体の許容せん断応⼒度(N/mm2) 
 
③ たわみ 

𝛿
𝑎

 ൑  
1

800
 

 ここで、δ：設計荷重によるたわみ(mm) 
 
④ 開閉機所要軸トルク 

Ts ൌ
𝑃 ൈ 𝐿

2 ൈ 𝜋 ൈ 𝜂𝑟
 ൑ 𝑇 

 ここで、Ts：所要軸トルク(N･m) 
     P：スピンドル式開閉機の開閉能⼒(N) 
     L：ネジのリード 
     ηr：スピンドル効率 
     T：スピンドル式開閉機の定格出⼒トルク(N･m) 
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⑤ ハンドル駆動力 

Fh ൌ
𝑇𝑠 ൈ 𝑥
𝜂𝑚 ൈ 𝑟ℎ

 ൑ 𝐹ℎ𝑎 

 ここで、Fh：ハンドル機動⼒(N) 
      x：開閉機減速⽐ 
     ηm：開閉機総合効率 
     rh：⼿動ハンドル半径(m) 
     Fha：許容ハンドル駆動⼒(N) 
 
⑥ スピンドルの引張応力 

σt ൌ
𝑃
𝐴

 ൑  𝜎𝑡𝑎1 

σt ൌ
3 ൈ 𝑃
𝐴

 ൑ σta2 

 ここで、σt：引張応⼒(N/mm2) 
     A：スピンドルの有効断⾯積(mm2) 
    σta1：定格時の許容引張応⼒度(N/mm2) 
    σta2：最⼤時の許容引張応⼒度(N/mm2) 
 
⑦ スピンドルの圧縮応力 

σc1 ൌ
𝑃
𝐴

 ൑  𝜎𝑐𝑎1 

σc2 ൌ
3 ൈ 𝑃
𝐴

 ൑ σc2 

 ここで、σc1：定格時の圧縮応⼒(N/mm2) 
     σc2：最⼤時の圧縮応⼒(N/mm2) 
    σca1：定格時の許容圧縮応⼒度(N/mm2) 
    σca2：最⼤時の許容圧縮応⼒度(N/mm2) 
 
⑧ スピンドルのねじりせん断応力 

τt1 ൌ
𝑇
𝑍𝑝

 ൑  𝜏𝑡𝑎1 

τt2 ൌ
3 ൈ 𝑇
𝑍𝑝

 ൑ τta2 

 ここで、τt1：定格時のねじりせん断応⼒(N/mm2) 
     τt2：最⼤時のねじりせん断応⼒(N/mm2) 
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     Zp：スピンドルの有効極断⾯係数(mm3) 
    τta1：定格時の許容ねじりせん断応⼒度(N/mm2) 
    τta2：最⼤時の許容ねじりせん断応⼒度(N/mm2) 
 
⑨ スピンドルの圧縮・せん断合成応力 

σe1 ൌ 0.5 ൈ σc1＋0.5 ൈ ሺ𝜎𝑐1 ൅ 4 ൈ 𝜏𝑡1ሻ଴.ହ  ൑  𝜎𝑐𝑎1 

σe2 ൌ 0.5 ൈ σc2＋0.5 ൈ ሺ𝜎𝑐2 ൅ 4 ൈ 𝜏𝑡2ሻ଴.ହ  ൑  𝜎𝑐𝑎2 

 ここで、σe1：定格時の圧縮、せん断合成応⼒(N/mm2) 
     σe2：最⼤時の圧縮、せん断合成応⼒(N/mm2) 
 
⑩ ネジ面圧 

Ps ൌ
4 ൈ 𝑃 ൈ 𝑍

𝜋 ൈ ሺ𝐷ଶ െ 𝑑ଶሻ
 ൑  𝜎𝑝𝑎 

 ここで、Ps：ネジ⾯圧(N/mm2) 
      Z：ネジ⼭数=ステム⻑÷ネジピッチ 
      D：ネジ外径(mm) 
      d：ネジ内径(mm) 
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5 章で述べた各種の調査と設計は、専門的な技術が必要となります。

このため事業者自らで対応が難しい部分は専門業者へ委託するこ

とを検討しましょう（委託先については本テキストの 3章 17 節「委

託先」で紹介しています）。 

とはいえ、各種検討の委託を行うとしても、どういった目的でどう

いったことを各業者が調査や設計しているのかを概略でも把握す

ることは大切です。今回のテキストはその内容を概説したものです

が、更に詳しい内容を知りたい場合は、引用先の基準書、検討の手

引き、ガイドラインなどを参照してみてください。 
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６章 建設工事 

6.1 設計・調達・建設(EPC)の実施主体の選定 

⽔⼒発電事業実施に際し、設計(Engineering)、調達(Procurement)、建設(Construction)
それぞれの業務を 1 つの業者・共同企業体(EPC 事業者）に⼀括して発注する場合（①設計
施⼯⼀括⽅式）と、別途実施された設計に基づいて確定した⼯事の仕様により、その施⼯の
みを発注する⽅式（②設計施⼯分離⽅式）が考えられます。 
 
① 設計施工一括方式 

設計施⼯⼀括⽅式では、発注者が求める機能・性能及び施⼯上の制約等を契約の条件とし
て提⽰した上で EPC 事業者に⼀括して発注することになります。EPC 事業者は設計や製
作、組み⽴て・試運転指導・保証責任までのすべてを請け負うため、発電設備に発⽣した不
具合の原因が、設計・建設のどちらかにあるか判断がつかない場合であっても、EPC 事業
者の責任となる点が明確であり、事業者にとってのリスクが低減されていると⾔えます。 

⼀⽅で、分離発注⽅式と⽐較して設計者の視点や発注者におけるチェック機能が働きに
くく、コストが割⾼になる傾向があります。 

 
図-6.1.1 設計施工一括方式のイメージ1 

 
② 設計施工分離方式 

設計施⼯分離⽅式では、詳細な図⾯にて施⼯を発注することにより、発注条件の明確化、
価格への余分なリスク費⽤の上乗せを防⽌できますが、発注者側にエンジニアリングに関
する専⾨的な知識・経験を⼗分に備えた⼈材が必要となります。このため、設計から⼯事、
試運転、運転開始までの間、発注者側の⽴場で技術的なサポート業務（オーナーズエンジニ
アリング業務）について、外部の建設コンサルタントと委託契約する⽅法も考えられます。
なお、⽔⼒発電事業においては、設計を専⾨の建設コンサルタントに依頼し、建設⼯事を⼤
⼿建設会社または地域の⼟⽊事業者等に⼀括発注することが⼀般的です。なお、建設⼯事の
うち、⽔⾞発電機の設置⼯事および関連電気設備⼯事については、⽔⾞メーカーが中⼼に請
け負う場合もあります。 

                                                       
1 出典）国⼟交通省「公共⼯事の⼊札契約⽅式の適⽤に関するガイドライン」平成 27 年 5 ⽉ p.40 
<https://www.mlit.go.jp/common/001089933.pdf>（2022.1.31 閲覧） 
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図-6.1.2 設計施工分離方式のイメージ2 

 
 

                                                       
2 出典）国⼟交通省「公共⼯事の⼊札契約⽅式の適⽤に関するガイドライン」平成 27 年 5 ⽉ p.36 
< https://www.mlit.go.jp/common/001089933.pdf>（2022.1.31 閲覧） 
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6.2 水力メーカー等の選定 

⽔⼒発電に必要な設備として、⽔⾞、発電機の他、配電盤、開閉装置、制御装置、ゲート、
除塵機等があります。設備の選定にあたっては、実績及び信⽤⼒のある⽔⾞メーカーを選択
するとともに、発電を実施する落差や流量に適した機種を選定することが求められます。 

この他、⽔⼒発電設備の故障時に迅速な対応が可能な⽔⾞メーカーの機種を選定するこ
とも重要です。⽔⼒発電設備の故障時に⽔⾞メーカーによる部品調達、修繕等の対応が遅く、
発電が⾏えない期間が⻑期化すると、⼤きな損失が発⽣することとなります。また、⽔⼒発
電設備の保証には、⽔⾞メーカーによる性能保証があり、保証期間（契約不適合責任））に
ついては、引渡し後から 1 年〜2 年間程度が⼀般的です。 

なお、FIT 制度の開始に伴う⽔⼒発電事業の需要増加により、現在では⽔⾞の発注が集中
しており、納⼊までに相当の時間を要しています。このような状況を踏まえて国内⼩⽔⼒発
電の⽔⾞メーカーは限定的であるため、海外⽔⾞メーカーへの発注も増加する傾向にあり
ます。いずれにしても、発注先のアフターフォロー体制については事前に⼗分に確認してお
くことが望まれます。 

また、除塵機は設備利⽤率を左右する重要な設備の⼀つであり、利⽤する⽔資源によって
有効な除塵機の種類が異なるため、専⾨のコンサルタントに⽔運⽤の⽅法と併せて検討を
依頼することも有効です。 

 
写真提供：株式会社新⽇本コンサルタント ⾦沢ゆわく⼩⽔⼒発電所 

図-6.2.2 ワイヤーベルト式除塵機の据付状況 

 
電気設備の維持管理業務は、⽔⾞メーカーへの委託が⼀般的です。例えば、5〜10 年程度

に 1 度、オーバーホールを⾏い、⽔⾞軸受の交換や⽻根⾞（ランナ）の補修、発電機軸受の
交換や制御装置の更新、継電器・電磁接触器の交換等を⾏います。 
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写真提供：富⼭県企業局 上百瀬発電所 

図-6.2.3 羽根車（ランナ）分解状況 

 
O&M 費⽤は⼈件費が中⼼となるため、合理的な保守体制とすれば費⽤の抑制につながり

ますが、故障やトラブルに迅速に対応できなくなること等が懸念されます。機器仕様と整合
した保守計画とすることが望まれます。 
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6.3 試運転、竣工検査の実施 

(1) 試運転（性能確認試験） 

発電設備の機能確認のため、⽔を使⽤しない状態で各種機器の個別試験を実施する「無⽔
試験」と、複数の使⽤⽔量条件で試験運転を実施し、設計通りの発電が⾏えるか試験を⾏う
「有⽔試験」を実施します。表-6.3.1 に有⽔試験時に確認を⾏う性能確認項⽬（例）を⽰し
ます。なお、詳細について、発注者と請負者との打合せにより決定します。 

 
表-6.3.1 性能確認事項 （例：誘導発電機の場合） 

機 器 事 項 確認⽅法 
⽔⾞ 最⼤出⼒ 出⼒開度試験（現地） 

効率 計算書および効率試験（現地） 
最⼤⽔圧値 負荷遮断試験（現地） 
最⼤速度変動率 負荷遮断試験（現地） 
最⼤無拘束速度 試験データまたは計算書 
軸受温度 負荷試験（現地） 

発電機 出⼒ 負荷試験（現地） 
効率 計算書および効率試験（現地） 
⼒率 計算書および効率試験（現地） 
はずみ⾞効果 計算書または⼯場検査 
過速度耐⼒ 計算書または⼯場検査 
巻線温度 負荷試験（現地） 
軸受温度 負荷試験（現地） 

 
(2) 竣工検査 

竣⼯検査は、受注者・⼯事監理者・発注者において⾏われる最終的な検査で、特記仕様書
に⽰す要求事項どおりの仕様・性能を満たすこと確認するために実施される検査です。竣⼯
検査では、設計図書、契約書、仕様書及びその他関係基準等に基づいて施⼯されているか、
また、⼯程管理、安全管理、出来⾼管理及び品質管理等⼀連の管理を総合的に把握し、適切
な施⼯管理がなされているかの確認検査を⾏います。この段階で不具合があれば⼿直しが
なされ、その仕上がりが確認された後で、受注者に引渡されることになります。 
 
(3) 使用前自主検査 （技術基準適合確認） 

使⽤前⾃主検査とは、電気事業法第 48 条第 1 項の規定による⼯事計画の届出をした事業
⽤電気⼯作物に対し、その使⽤の開始前に当該電気⼯作物について⾃主的に検査を⾏い、当
該電気⼯作物が届け出た⼯事計画に従って完成しているか、技術基準に適合していること
を確認するものです。 
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⽔⼒発電の場合、⾼さ 15m 以上のダムまたは、出⼒ 3 万 kW 以上の発電所に対して義務付
けられておりますが、対象外の場合でも、この使⽤前⾃主検査に準じた内容で技術基準の適
合について確認を⾏うことが望まれます。以下に使⽤前⾃主検査項⽬（例）を⽰します。 
 
Ａ．⼟⽊関係・・・⼯事計画どおりであることを⽬視及び施⼯記録により確認します。 

1 ダム（⾼さが１５メートル以上のダムについては、岩盤検査、湛⽔検査） 
2 洪⽔吐きゲートその他の放流設備 
3 取⽔設備 
4 沈砂池 
5 導⽔路 
6 放⽔路 
7 ヘッドタンク 
8 ⽔圧管路 
9 ⽔⾞ 
10 地下発電所等 
11 貯⽔池または調整池 
12 防護施設等 

 
Ｂ．電気関係 

1 外観検査 
2 接地抵抗測定 
3 絶縁抵抗測定 
4 絶縁耐⼒試験 
5 保護装置試験 
6 遮断器開閉関係試験 
7 総合インターロック試験 
8 制御電源喪失試験 
9 負荷遮断試験 
10 負荷試験(出⼒試験) 
11 警報表⽰試験 
12 遠隔監視試験 
13 騒⾳測定 
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７章 発電所の運用と維持管理 

7.1 電気事業法 

(1) 必要な手続き 

電気事業法では、電気⼯作物の種類や出⼒、条件等よって、電気事業法に定められた⼿続
きが必要な「事業⽤電気⼯作物」と、⼿続きが不要な「⼀般⽤電気⼯作物」に区分されてい
ます。 

 
図-7.1.1 電気工作物の区分 （出典：経済産業省 HP） 

 
事業⽤電気⼯作物を設置する者に対して、次の義務を課すことで電気⼯作物の⾃主的な

保安の確保を図っています。 
①技術基準等： 発電用水力設備に関する技術基準 

電気設備に関する技術基準 

②届 出等 ： 保安規程（変更）届 

主任技術者に関する選任又は解任届等 

工事計画（変更）届（工事着手３０日前までに） 

③検 査等 ： 使用前安全管理検査 

④自主点検 ： 保安規程による日常巡視、日常点検、定期点検 

⑤報 告  ： 事故報告、その他（公害防止等）報告 
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⼀⽅で、導⼊する中⼩⽔⼒発電設備が、下記の条件に全て該当する「⼀般⽤電気⼯作物』
に該当する場合は、電気事業法上の必要な⼿続きはありません。表-7.1.1 に出⼒等の条件に
応じて必要な電気事業法上の⼿続きを⽰します。 
 

表-7.1.1 電気事業法に関する手続き1 

電気⼯作物の種類 出⼒等条件 
保安 
規程 
届出 

主任技術者選任 ⼯事 
計画 
届出 電気 ダム 

⽔路 

事業⽤電気⼯作物 

ダムを伴う※１ 
⼜は最⼤出⼒ 200kW 以上 
⼜は最⼤使⽤⽔量 1m3/s 以上 

要 要 要 要 

ダムを伴うものを除き※２ 
かつ最⼤出⼒ 20kW〜200kW 未満 
かつ最⼤使⽤⽔量 1m3/s 未満 

要 要 不要※4 不要 

上⽔道施設、下⽔道施設、⼯業⽤⽔
道施設の落差を利⽤する⽔⼒発電設
備かつ敷地外にダムや⽔路が存在し
ないもの 

要 要 不要※4 不要 

⼀般⽤電気⼯作物※３ 
ダムを伴うものを除き 
かつ最⼤出⼒ 20kW 未満 
かつ最⼤使⽤⽔量 1m3/s 未満 

不要 不要 不要※4 不要 

※１ 電気事業法のダムとは発電⽤として河川の流⽔を貯留⼜は取⽔するための⼟⽊⼯作物を指す。 
※２ 電気事業法におけるダムとは取り扱わないものの例：ヘッドタンクや農業⽤⽔路等内の堰 
※３ ⼟地改良法第２条第２項に規定する⼟地改良事業に係る農業⽤排⽔施設（ダムを除く）に設置されるもの等 

については、最⼤出⼒ 20kW 未満であれば、使⽤⽔量に関わらず⼀般⽤電気⼯作物として扱う。 
※４ ⼟地改良法第２条第２項に規定する⼟地改良事業に係る農業⽤⽤排⽔施設（ダムを除く）に設置されるもの 

（当該⼟地改良事業を施⾏する者が設置するものに限る）については、出⼒、使⽤⽔量に関わらずダム⽔路 
主任技術者の選任は不要） 

 
(2) 保安規程 

保安規程は、⾃家⽤電気⼯作物設置者が、電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安
の確保を⽬的として、主任技術者を中⼼とする電気⼯作物の保安管理組織、保安業務の分掌、
指揮命令系統など、いわゆる社内保安体制と、これら組織によって⾏う具体的保安業務の基
本事項を定めるものです。発電設備を設置する者は、この保安規程を遵守し設備の運営管理
をしなければなりません。 

                                                       
1 出典）電気事業法における「ダム」の取扱いについて（経済産業省商務流通保安グループ電⼒安全課） 

経済産業省告⽰第 100 号を基に作成 



 

7 - 3 
 

 
図-7.1.2 主任技術者制度を中心した保安管理2 

このうち、⾃家⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安のための巡視、点検及び
検査に関する項⽬については、⽉次点検、年次点検、臨時点検、⼯事期間中の点検、竣⼯検
査などの種類があります。 

表-7.1.2 保安規程に基づく点検項目3 （例） 

点検・検査の区分 点検⽅法など 点検頻度 

⽉次点検 主として施設の運転中に⾏う点検、測定及び
試験 毎⽉２回以上 

年次点検 主として施設の運転を停⽌して⾏う精密な点
検、測定及び試験 毎年 1 回以上 

臨時点検 異常（事故や故障、異常気象及び災害等）が
発⽣した場合の原因探求等 

必要の都度実施す
るもの 

⼯事期間中の点検 
設置⼜は変更の⼯事期間中において、⼯事期
間中でないと点検できない箇所を重点的に⾏
う点検 

⼯事期間中におい
て毎週１回以上 

竣⼯検査 
設置⼜は変更の⼯事が完成した場合におい
て、関係法令等に基づき施⼯されているか確
認する精密な点検、測定及び試験 

⼯事完成後 

                                                       
2 出典）経済産業省「第 8 回 産業構造審議会 保安・消費⽣活⽤製品安全分科会 電⼒安全⼩委員会 電気保安制度ワー
キンググループ」資料 2 <https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/ 
008.html>（2022.1.31 閲覧） 
3 出典）点検、測定及び試験の基準(例⽰） 経済産業省告⽰第 249 号を基に作成 
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(3) 主任技術者 

電気事業法第 43 条第 1 項に規定されている、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に
関する保安の監督をさせるために、設置者に対し選任が義務づけられているものです。主任
技術者には⽔⾞・発電機・変圧器・配電盤などの電気設備を担当する電気主任技術者と、取
⽔・⽔路・放流設備などの⽔⼒設備を担当するダム⽔路主任技術者が必要です。主任技術者
の選出⽅法は以下のとおりです。⾃社に電気（ダム⽔路）主任技術者の免状を保有している
有資格者がいない場合は、外部選任、外部委託、許可選任、みなし設置者等を活⽤するなど、
適切な体制を構築する必要があります。それぞれ⼀定の条件がありますので、詳細な内容に
ついては、「主任技術者制度の解釈及び運⽤（内規）経済産業省産業保安グループ電⼒安全
課」および「電気主任技術者制度に関するＱ＆Ａ 経済産業省産業保安グループ電⼒安全課」
を参照ください。 

① 選 任 ：免状を保有している（自社の）有資格者から選任する方法 

② 外部選任：外部の主任技術者が常駐して管理する方法 

（労働者派遣契約や発電事業管理会社との業務委託契約） 

③ 兼 任 ：自社の主任技術者が、保安人員が個別に配置されている近隣の複数の 

事業場の管理を兼務する方法 

④ 統 括 ：自社の主任技術者が保安人員とともに中核となる事業場に常駐し、近 

隣の複数の事業場を統括して管理する方法 

⑤ 許可選任：主任技術者免状を有していない人を主任技術者として選任する方法 

⑥ 外部委託：外部の主任技術者や保安法人（主任技術者を擁し、保安サービスを提 

供する法人）へ委託する方法 

 

(4) 工事計画書 

電気⼯作物の設置⼜は変更の⼯事がある場合で以下の項⽬に該当があった場合は、⼯事
計画を届け出なければならなりません。なお、届出が受理された⽇から 30 ⽇を経過した後
でなければ⼯事着⼯できません。 

工事計画届出書が不要となるケース （経済産業省告示第 61 号参照） 

 出⼒が 200kW 未満かつ最⼤使⽤⽔量 1m3/s 未満かつダム⼜は堰を有しない 
(表-7.1.1 参照) 

 ⼟地改良事業に係る農業⽤排⽔施設に設置するもの 
 上⽔道の導⽔施設、浄⽔施設、送⽔施設に設置するもの 
 上⽔道施設の終末処理場に設置するもの 
 ⼯業⽤⽔道施設の導⽔施設、浄⽔施設、送⽔施設に設置するもの 
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(5) 発電所の監視制御方式 

発電施設の制御には表-7.1.3 に⽰すものがあります。随時巡回⽅式は、出⼒ 2,000ｋW 未
満の⽔⼒発電所に適⽤され、技術員が随時巡回する運転⽅法で、最も簡易で経費が抑制でき
るため、中⼩⽔⼒発電所において⼀般的に採⽤されていますが、①2,000kW 未満、②異常
時に需要家に停電させない、③発電機の運転・停⽌により需要家の電圧・周波数に⽀障を与
えないことが要件となります。 
 

表-7.1.3 水力発電所の監視制御方式4 

区分 種類 定義 

発電所におい
て常時監視を

⾏うもの 

常時監視 
制御⽅式 

技術員が発電所⼜は同⼀構内に常時駐在し、発電所の監視及び
機器の操作をその発電所⼜は同⼀構内において⾏うもの 

発電所におい
て常時監視を
⾏わないもの 

遠隔常時 
監視制御⽅式 

技術員が制御所に常時駐在し、発電所の監視及び機器の操作を
制御所から⾏うもの 

随時 
監視制御⽅式 

⾃動負荷調整装置⼜は⾃動負荷制限装置を施設する発電所であ
って、技術員が発電所⼜はその構外にある技術員駐在所のいず
れかに常時駐在し、必要に応じて発電所に出向き、発電所の監
視及び機器の操作をその発電所において⾏うもの、⼜は技術員
が技術員駐在所から必要に応じて制御所に出向き、発電所の監
視及び機器の操作制御所より⾏うもの。 

随時 
巡回⽅式 

⾃動負荷調整装置⼜は⾃動負荷制限装置を施設する発電所であ
って、技術員が適当の間隔を置いてその発電所に出向き、発電
所の監視及び機器の操作をその発電所において⾏うもの 

 

                                                       
4 出典）発変電規程  第 2−1 条  第 2−2−1 表より抜粋 
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7.2 発電所の維持管理 

(1) 維持管理体制 

⽔⼒発電所の維持管理にあたっては、保安規程に基づく巡視と定期的なメンテナンスが
重要です。発電設備の引き渡し後と同時に、運転保守訓練を実施し、運転・保守マニュアル
の整備およびメンテナンス計画の策定を⾏います。運転監視やメンテナンス等の O&M サ
ービスについては、周辺地域の⼤規模⽔⼒発電の O&M サービスを請け負っている事業者
や、個⼈の電気管理技術者（⾃家⽤電気⼯作物の電気保安に関する業務を⾏う個⼈事業者）
に委託することが考えられます。 

維持管理には、⽔⾞・発電機・変圧器・受変電盤、送配電線などの電気設備と、取⽔・⽔
路・放流設備などの⽔⼒設備があります。施設・設備ごとに電気事業法や河川法等の関係法
令を確認し、維持管理の項⽬を設定したうえで、それに応じた体制を構築して適切に維持管
理を実施します。また、維持管理を適切に⾏うことで、施設の⻑寿命化と修繕等にかかる費
⽤の節減を図ることが可能となります。 
 
(2) 電気設備の維持管理 

⽔⼒発電所は、無⼈運転としている場合が多く、定期的な巡回や点検、事故発⽣時の臨時
点検が必要です。電気設備の巡回時には、⾳・温度・⾊・振動・匂いなどによって異常を察
知します。また、油もれなどは、河川などの汚染につながりますので、早期発⾒に努める必
要があります。詳細点検時には必要に応じてパッキン類などの交換を、また、オーバーホー
ル時にはランナ等の補修を事前に計画して実施します。配電設備には架空式と地中式があ
り、⽅式によって維持管理の内容が異なりますが、定期的な巡回及び点検の他、異常事態発
⽣時には必ず臨時点検を⾏います。 

送配電設備については、架空式の場合は、台⾵による損傷・塩害・地すべり・⼟砂崩壊・
雪崩による倒壊・落雷による被害・⼭間部での雑草の繁茂や⾵による被害などが発⽣します。
地中式では地すべりや⼟砂崩壊などによる被害や⼩動物などによる被害があります。定期
的な巡回及び点検の他、異常事態発⽣時には必ず臨時点検が必要です。 

また、地中式の場合には常時⽬視することが不可能ですので、年に数回絶縁抵抗の測定な
どを⾏って状況確認することが必要です。 
 
(3) 水力設備（土木設備）の維持管理 

⼟⽊設備の事故は地域社会に及ぼす影響が⼤きいので、定期的な維持管理を⾏うほか、出
⽔などの⾮常時には臨時点検を⾏うなど施設の保全に留意が必要です。取⽔⼝・⽔路・放流
設備などの⼟⽊設備は、⾃然現象による損傷を受けやすく、万⼀の事故時には地域社会に及
ぼす影響が⼤きく、異常事態が発⽣する恐れのある場合や発⽣した場合には臨時点検を実
施すべきです。地震・洪⽔・⼤⾬などの後には必ず臨時点検を実施し、き裂・損傷・⼟砂流
⼊の有無などを調べ、必要に応じて速やかに処置を講じなければなりません。 
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⽔路設備の保守作業は施設内の流⼊⼟砂及び流⼊塵芥の除去がその⼤半です。特に開⽔路
では晩秋期の落葉によるスクリーンの⽬詰まりや⽔路周辺の⼟砂崩壊による⼟砂の混⼊が
発⽣しやすくなります。また、積雪地帯では流氷雪の除去作業が伴う場合もあります。 

抜⽔して⽔路の内部点検を実施する場合には特に作業の安全に留意し、事前に詳細な作
業計画を⽴案し、作業中には絶対に⽔路に⽔を流⼊させない等、関係部署と密接な連絡調整
を図らなければなりません。 

事前に発⾒された不具合な箇所の補修を確実に実施するためには、あらかじめ補修部品
⼜は消耗部品を調達し点検と同時に取り替え作業を⾏い、今後の安全な運転が図れるよう
にしなければなりません。また、関係者以外の侵⼊を防⽌するため防護柵を設け⾨扉を施錠
するなど、保安対策の万全を期す必要があります。 

 
(4) 水車発電機の維持管理 

 ⽔⾞発電機の維持管理では使⽤条件により関連する機器交換周期は異なりますが、基本
的にはメーカー推奨のメンテナンス要領に準じた期間で点検・機器更新を実施することが
望ましいでしょう。特に機械品は使⽤条件により適宜機器交換周期を⾒直した⽅がいい場
合があります。また、設備の⽬視点検はこまめに実施（最低でも 1 回／週）して、点検巡視
の際には作業員の五感を駆使して点検することも必要です（異⾳の発⽣、振動、外⾒の劣化、
⽔漏れ、油漏れなど）。 
 

 

特に水車や発電機の故障は部品の調達含めて対応に時間がかかる

ことが多いことから、その修理が終わるまでの発電停止期間が長期

化する可能性もあります。この場合、発電の収益にダメージとなる

ことから、日々の点検をしっかり行うことが重要です。こういった

面も含め水車や発電機は専門的な視点での点検が必要でもあるこ

とから、一定の周期で専門業者かメーカーに定期点検を実施しても

らった方が良いでしょう。 

 
 次ページ以降に実際の発電所の維持管理の状況を紹介します。 
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琴川第三発電所 水圧鉄管路の巡視点検5 

 
柚ノ木発電所6 水圧鉄管路の巡視 

   
天科発電所7 水圧鉄管路 （左：漏水 右：倒木） 

                                                       
5 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理事務所より提供 
6 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理事務所より提供 
7 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理事務所より提供 
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重川発電所8 （左：取水口の堆積状況 右：取水口の土砂除去作業） 

 

  
重川発電所9 （左：水槽の堆積状況 右：水槽の土砂除去作業） 

 

  

袖ノ木発電所10 渓流取水口（左：土砂撤去前 右：土砂撤去後） 

 

                                                       
8 ⼭梨県企業局 発電総合制御所より提供 
9 ⼭梨県企業局 発電総合制御所より提供 
10 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理事務所より提供 
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琴川第三発電所11 定期巡視 

 

  

琴川第三発電所12 定期巡視 

 

   
重川発電所13 水車の維持管理 

（左：ガイドベーンへの塵芥の流入 中央・右：ガイドベーンの開度調整） 

                                                       
11 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理所より提供 
12 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理所より提供 
13 ⼭梨県企業局 発電総合制御所より提供 
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下釜口発電所 除塵機の防寒対策14 

 

   

奈良田第一発電所15 野呂川取水口、藤木発電所 第二取水口 （除塵作業） 

 
 

                                                       
14 ⼭梨県企業局 笛吹川⽔系発電管理所より提供 
15 ⼭梨県企業局 早川⽔系発電管理事務所、笛吹川⽔系発電管理事務所より提供 
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(4) 月次点検項目 

電気設備、⼟⽊設備に対する標準的な⽉次（⽇常）点検項⽬（例）を表 7.2.1 に⽰します。 
 

表-7.2.1 月次（日常）点検項目（例） 

巡視点検の重点
箇所 巡視のポイント 

構内第⼀柱 ・電柱、腕⽊、腕⾦が傾斜していないか 
・⽴⽊、枝、異物が充電部に触れるおそれがないか 

⾼圧ケーブル 
（架空、地中） 

・ケーブル埋設箇所に重量物が置いてないか 
・ケーブル（架空、地中）の施設箇所付近で重機の作業を⾏っていないか 

⾼圧電線 
（架空） 

・⽴⽊、枝、異物が充電部に触れるおそれがないか 
・電線路付近で重機の作業を⾏っていないか 

発電所構内 ・内部及び⼊⼝、扉前に異物が置いてないか 
・関係者以外が⼊らないように柵、フェンスが破損していないか 

⽔⾞発電機室 
・扉に鍵がかかっているか 
・異⾳・異臭がないか 
・油漏れ、⽔漏れがないか 

⾼圧連系盤、制御
盤キュービクル 

・操作⽤スイッチ類が正常な位置にあるか 
・異⾳・異臭がないか 
・電圧・電流、出⼒計測表⽰に異常はないか 
・アラーム⾳、警報表⽰はないか 

発電機 
・軸受温度は正常範囲内か（異常過熱はないか） 
・異⾳・異臭はないか 
・油漏れはないか 

⽔ ⾞ 
・軸受温度は正常範囲内か（異常過熱はないか） 
・異⾳・異臭はないか 
・油漏れ、⽔漏れはないか 

照明器具 ・スイッチ、器具類は破損していないか 
・ランプ切れはないか 

取⽔・排砂、⾃動
除塵機制御キュ
ービクル 

・操作⽤スイッチ類が正常な位置にあるか 
・異⾳・異臭がないか 
・電圧・電流、出⼒計測表⽰に異常はないか 
・アラーム⾳、警報表⽰はないか 

除塵機、スクリー
ン 

・塵芥が蓄積していないか 
・異⾳がないか 
・破損がないか 

沈砂池・ヘッドタ
ンク、⽔⾨、⽔路 

・⽔漏れがないか 
・異⾳がないか 
・破損がないか 

⽔圧管路 ・⽔漏れがないか 
・陥没箇所がないか 
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7.3 電気保安のスマート化 

(1) 電気保安業務が直面している課題 

FIT 制度の導⼊により、太陽電池発電設備や⾵⼒発電設備を中⼼に再⽣エネルギー発電
設備数が著しく急増した⼀⽅で、再エネ発電設備等の各種電気⼯作物の保安を担う電気主
任技術者は、⾼齢化の進展や⼊職者数の減少等により将来的な⼈材不⾜が⾒込まれており
ます。⼀部の取り組みとしては、減少する⼈員を外部委託で補うケースも⾒られますが、そ
れだけで現在の保安業務を維持することは難しい状況となっています。こうした状況を踏
まえ、経済産業省において「電気保安のスマート化」への取組みが進められています。具体
的には、現場作業員による定期点検⽅式から、IoT 技術やドローン、AI 等の新技術を⽤い
た電気保安体制へ移⾏し、電気保安の⾼度化・効率化・遠隔化を⽬指しつつ、スマート保安
に適した規制の合理化に向けた検討も同時に⾏われています。 
 
(2) 水力発電設備における保安管理業務のスマート化のイメージ 

⽔⼒発電設備における保安管理業務へのスマート保安の導⼊によって期待される将来の
保安管理業務のイメージを図-7.3.1 に⽰します。 

 
図-7.3.1 スマート化前後における水力発電設備の保安管理業務の例16 

 
スマート化を導⼊する以前（現状）においては、五感やアナログセンサーにより取得・診

断していた情報を、①Web カメラ、④タブレット、及び⑤ネット接続に代替することで、
設備の常時監視と作業の効率化を図ると共に、デジタルデータ（③）を蓄積し、AI による
⑥分析⽀援等に活⽤することで、保安管理レベルのさらなる向上が期待されます。 

                                                       
16 経済産業省産業保安グループ電⼒安全課「⽔⼒発電設備における保安管理業務のスマート化技術導⼊ガイドライ
ン」令和 3 年 4 ⽉<https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/04/20210409-
01.pdf>（2022.1.31 閲覧） 
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また、複数の発電所や事業所のデジタル化されたデータをネットワークで繋げた⑩プラ
ットフォームが整備されることにより、監視作業を“いつでも・どこでも“可能にする『遠隔
監視化・常時監視化（点検頻度の合理化）』へと発展していきます。設備⽼朽化への対応に
ついても、AI 等による判断内容の客観化・⾼度化が期待されます。さらに保安⼈材の減少
については、デジタル化を通じて、現場作業内容の知識集約化による技術継承のための取り
組みが図られることとなります。 
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８章 水力発電に関する研修・基準・助成制度 

8.1 水力発電に関する研修 

 ⽔⼒発電に関する研修については表-8.1.1 に⽰すものが開催されています。表に⽰したも
のは本テキストの技術レベルよりも⾼い部分が多いことから、更に知識を深めたい⽅へ推
奨できる研修です。また、近年では地⽅⾃治体や⺠間企業でも独⾃に⽔⼒発電に関するセミ
ナーなどを開催しています。 
 

表-8.1.1 水力発電に関する主たる研修 

主 催 研修名 内 容 

⼀般財団法⼈ 
新エネルギー財団 

中⼩⽔⼒発電技術に関する 
実務研修会 

中⼩⽔⼒発電開発促進事業の⼀環とした⽔⼒
発電実務担当者（技術者）向けの研修会 

公営電気事業 
経営者会議※ 

技術伝承研修会 
⺠間企業の設計技術者を講師に迎え、その視
点で実務研修を⾏い、⽔⼒発電計画策定のポ
イントやノウハウを習得する。 

技術研修会 最適⽔路ルート、発電規模の検討について、
現地フィールドで実地演習を⾏う。 

総務講習会 
技術講習会 政策的な分野の外部講師による研修会 

⼀般社団法⼈ 
ターボ機械協会 

（⽔⾞・発電機に関する 
各種研修） 

⽔⾞や発電機に関する研修が適宜開催されて
いる。 

   ※ 公営電気事業経営者会議が主催する研修は、県企業局の職員を対象としたもの 
 
 上記の各研修案内は以下の URL を参照願います。 
 

 研修案内の URL 
⼀般財団法⼈ 

新エネルギー財団 
https://www.nef.or.jp/topics/index.html 

⼀般社団法⼈ 
ターボ機械協会 

https://www.turbo-so.jp/seminor.html 

 
 参考として各研修のカリキュラムを次ページ以降に⽰します。 
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一般財団法人 新エネルギー財団 

中小水力発電技術に関する実務研修会1 

                                                       
1 ⼀般財団法⼈ 新エネルギー財団「Topics & News」<https://www.nef.or.jp/topics/index.html>（2022.1.31 閲覧） 
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一般社団法人 ターボ機械協会2 第 159 回セミナー 「小水力の今」 

 
 

                                                       
2 ⼀般財団法⼈ ターボ機械協会「セミナー/講習会⼀覧」 
<https://www.turbo-so.jp/seminor.html>（2022.1.31 閲覧） 
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一般社団法人 ターボ機械協会3 第 161 回セミナー 「水車」 

 
 

                                                       
3 ⼀般財団法⼈ ターボ機械協会「セミナー/講習会⼀覧」 
<https://www.turbo-so.jp/seminor.html>（2022.1.31 閲覧） 
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8.2 参考となる水力発電に関連する基準類、データベース 

(1) 参考となる基準類 

 本テキストで引⽤したもの、及びその他参考となる基準類（ガイドライン、設計基準、⼿
引きなど）を整理して表-8.1.2 に⽰します。さらに詳しい内容を知りたい場合はこれら図書
をダウンロードしたり購⼊したりして積極的に活⽤することをおすすめします。 
 
(2) 既存の発電所のデータベース 

 既存の⽔⼒発電所の諸元（最⼤使⽤⽔量、出⼒、有効落差など）について、⼀般社団法⼈
電⼒⼟⽊技術協会が整理したデータベースが活⽤できます。施設は河川⽔系別、発電事業者
別で検索が可能となっています。 
【URL】 https://www.jepoc.or.jp/hydro/ 
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表-8.2.1 (1)  参考となる水力発電に関連する基準類 （その１） 

 

種別 作成者 インターネットでの⼊⼿先

⽔⼒発電
経済産業省
資源エネルギー庁

ハイドロバレー計画ガイドブック 平成17年3⽉

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11299804
/www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_an
d_gas/electric/hydroelectric/download/pdf/ctel
hy_006.pdf

⽔⼒発電
⼀般財団法⼈
新エネルギー財団

新エネルギー⼈材育成研修会
（⽔⼒発電コース）

令和2年9⽉
※ 購⼊サイト
https://www.nef.or.jp/info/syoseki.html#2020-
suiryoku-course

⽔⼒発電 国⼟交通省
既設砂防堰堤を活⽤した⼩⽔⼒発
電ガイドライン(案)

平成22年2⽉
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/seisaku/sabo
_shosui.pdf

⽔⼒発電 国⼟交通省
⼩⽔⼒発電設置のための⼿引き
Ver.3

平成28年3⽉
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/
pdf/syousuiryoku_tebiki3.pdf

⽔⼒発電 国⼟交通省
⼩⽔⼒発電を河川区域内に設置す
る場合のガイドブック（案）

平成25年3⽉
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/
pdf/130305_shousuiryoku_guide.pdf

⽔⼒発電
経済産業省
資源エネルギー庁

中⼩⽔⼒発電計画導⼊の⼿引き 平成26年3⽉
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11445
532/www.enecho.meti.go.jp/category/electricity
_and_gas/electric/hydroelectric/download/

⽔⼒発電 農林⽔産省
農業⽔利施設等を活⽤した⼩⽔⼒
発電施設導⼊の⼿続き・事例集

令和3年9⽉
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/shousuir
yoku/attach/pdf/rikatuyousokushinn_teikosuto-
105.pdf

⽔⼒発電 農林⽔産省
鋼構造物計画設計技術指針（⼩⽔
⼒発電編）

平成26年12⽉
※ 購⼊サイト
https://www.jacem.or.jp/syuppan.htm

⽔⼒発電
⼀般財団法⼈
新エネルギー財団

中⼩⽔⼒発電ガイドブック
新訂5版

令和元年5⽉
※ 購⼊サイト
https://www.nef.or.jp/info/syoseki.html

⽔⼒発電 経済産業省
資源エネルギー庁

中⼩⽔⼒発電計画⼯事費積算の⼿
引き

平成25年3⽉ http://www.enecho.meti.go.jp/category/electrici
ty_and_gas/electric/hydroelectric/

⼟⽊設計 農林⽔産省 ⼟地改良事業計画設計基準類 平成20年3⽉
※ 購⼊サイト
http://www.jsidre.or.jp/book-kijun/

砂防堰堤設計
国⼟交通省
中部地⽅整備局

砂防施設設計要領 令和2年3⽉
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/sabou_s
hisetsu.htm

砂防堰堤設計 岐⾩県 砂防事業設計要領 平成29年4⽉
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachme
nt/8145.pdf

砂防堰堤設計 愛知県 砂防設計の⼿引き 平成29年7⽉
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sabo/sabouse
kkeinotebiki2907.html

砂防堰堤設計 福島県 ⼟⽊設計マニュアル 平成27年3⽉
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/atta
chment/108919.pdf

砂防堰堤設計 埼⽟県 砂防設計基準 平成31年4⽉
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/sabo1/sa
bo-tebiki0.html

砂防堰堤設計 ⻑野県 ⼟⽊事業設計基準 平成26年11⽉ https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/infra/ke
nsetsu/gijutsu/setukeikijyun.html

砂防堰堤設計 ⿃取県 砂防技術指針 平成26年10⽉ https://www.pref.tottori.lg.jp/279269.htm

鋼構造設計 農林⽔産省
鋼構造物計画設計技術指針（⽔⾨
扉編）

平成21年11⽉
※ 購⼊サイト
https://jagree.or.jp/publication/

ダム設計
⼀般財団法⼈
ダム技術センター

多⽬的ダムの建設 平成17年度版
※ 購⼊サイト
http://www.jdec.or.jp/03document_and_data/0
1_public_information/public_information.html

地質調査
全国地質調査業協会
連合会

地質リスク調査検討業務の⼿引き 2021年7⽉
https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/risk/ge
orisk_guide_2021.pdf

流量観測
独⽴⾏政法⼈
⼟⽊研究所

⽔⽂観測 平成14年度版
https://www.pwri.go.jp/team/hydro_eng/suimo
n_kansoku.htm

⽔理計算
流量計算

国⼟交通省 河川砂防技術基準 調査編 平成24年6⽉
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/
gijutsu/gijutsukijunn/chousa/index.html

損失⽔頭計算 千葉信⼀ 発電⽔⼒演習 2000年 ※ ⼀般書店で購⼊可能

損失⽔頭計算 ⼟⽊学会 ⽔理公式集 平成11年度版 ※ ⼀般書店で購⼊可能

テキスト名
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表-8.2.2 (2)  参考となる水力発電に関連する基準類 （その２） 

 
 

種別 作成者 インターネットでの⼊⼿先

許認可 ⽔利権申請 国⼟交通省
⼩⽔⼒発電を⾏うための⽔利使⽤
の登録申請ガイドブック

平成26年3⽉
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/sogo/shousuir
yoku/guidebook.pdf

許認可 ⽔利権申請 国⼟交通省
⽔⼒発電⽔利審査マニュアル
（案）

平成25年4⽉
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/
suirisinsa/pdf/manual.pdf

許認可 ⽔利権申請 国⼟交通省 正常流量の⼿引き（案） 平成19年9⽉
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/
ryuuryoukentou/tebiki.pdf

許認可 保安林解除 岩⼿県 保安林解除の⼿引き 令和3年10⽉
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default
_project/_page_/001/008/405/kaijyonotebiki0
310.pdf

許認可 環境調査 環境省 猛禽類保護の進め⽅（改訂版） 平成24年12⽉
https://www.env.go.jp/nature/kisho/guideline/
pdf/guide_h2412.pdf

許認可 系統連係
経済産業省
資源エネルギー庁

電⼒品質確保に係る系統連系技術
要件ガイドライン

令和元年10⽉7⽇
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electri
city_and_gas/electric/summary/regulations/pdf
/keito_guideline.pdf

制度
事業化

売電
経済産業省
資源エネルギー庁

固定買取制度等ガイドブック 2021年度版
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving
_and_new/saiene/data/kaitori/2021_fit.pdf

制度
事業化

保安管理 経済産業省
⽔⼒発電設備における保安管理業
務のスマート化技術導⼊ガイドラ
イン

令和3年4⽉
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/oshirase/2021/04/20210409-
01.pdf

制度
事業化

⽀援制度
経済産業省
資源エネルギー庁
環境省

再⽣可能エネルギー事業⽀援ガイ
ドブック

令和3年度版
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving
_and_new/saiene/guide/pdf/guidebook.pdf

制度
事業化

事業リスク 環境省
地域における再⽣可能エネルギー
設備導⼊の計画時の留意点

令和3年3⽉
http://www.env.go.jp/policy/local_re/renewabl
e_energy/ryuuiten2.pdf

制度
事業化

資⾦調達 環境省

地域における再⽣可能エネルギー
事業の事業性評価等に関する⼿引
き（⾦融機関向け） Ver4.1 ~⼩
⽔⼒発電事業編~

2019年3⽉

https://www.env.go.jp/policy/%EF%BC%88%
E5%B0%8F%E6%B0%B4%E5%8A%9B%EF
%BC%89ver4.1_%E7%A2%BA%E5%AE%9A
%E7%89%88.pdf

施⼯ ⼯事発注 国⼟交通省
公共⼯事の⼊札契約⽅式の適⽤に
関するガイドライン

平成27年5⽉
https://www.mlit.go.jp/common/001089933.pd
f

設計 ⽔圧鉄管路
⼀般社団法⼈
電⼒⼟⽊技術協会

⽔⾨鉄管技術基準（⽔圧鉄管・鉄
鋼構造物編，溶接・接合編）-付
解説-［令和2年9⽉第5回改訂版
（第8版）発⾏］

令和2年9⽉
※ 購⼊サイト
https://www.jepoc.or.jp/book/index.php?fm=b
ook&run=m&id=25

テキスト名
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8.3 主な助成制度 

⽔⼒発電施設（調査、設備導⼊）に係る主な助成制度は、表-8.1.3 に⽰すとおりです。な
お、掲載されている⽀援メニューの内容は、各⽀援メニューの概要となりますので、実際の
⽀援メニューの利⽤に当たっては実施元の部署まで確認ください。 
 

 

ここで紹介した支援制度は国の所管（経済産業省、環境省、農林水

産省）のものですが、その他地方自治体が行う支援策も存在します。

それらについては以下のガイドブック4に詳しくまとまっています

のでそちらもご覧ください。 

 

 

                                                       
4 経済産業省資源エネルギー庁・環境省「再⽣可能エネルギー事業⽀援ガイドブック」令和 3 年度版 
<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/guidebook.pdf>（2022.1.31 閲覧） 
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表-8.1.3(1) 令和 3 年度 水力発電施設に係る主な支援制度5 （調査） 

種
別 実施元 事業名 対象事業者 ⽀援内容・主な要件 補助率 

補助内容 

調
査 

経済産業省 
（資源エネルギ
ー庁） 

⽔⼒発電の導⼊加速化
補助⾦(⽔⼒発電の事
業初期段階における⽀
援事業 
(初期調査等⽀援事業)
のうち⽔⼒発電の事業
性評価に必要な調査及
び設計等を⾏う事業) 

⺠間事業者等地⽅
公共団体 

新設およびリプレイスする
⽔⼒発電所の事業性評価に
必要な経費を⽀援 
FIT との併⽤可能 

1/2 以内 

地⽅公共団体 

地⽅公共団体による地域の
⽔⼒発電有望地点の調査・
設計等の実施及び当該地点
の開発若しくはコンセッシ
ョン⽅式によるＰＦＩ事業
に係る運営を⾏う発電事業
者の公募を⾏う事業を⽀援 
FIT との併⽤可能 

10/10 
以内 

⽔⼒発電の導⼊加速化
補助⾦(⽔⼒発電の既
存設備の増出⼒⼜は増
電⼒量の 
可能性調査及び更新等
事業(既存設備有効活
⽤⽀援事業)) 

⺠間事業者等 
地⽅公共団体 

⽔⼒発電の既存設備の有効
活⽤を図るため、増出⼒⼜
は増電⼒量の可能性を調査
する事業を⽀援 
FIT との併⽤不可 

2/3 以内 

※１調査、設備導⼊のみ、利⼦補給や税制優遇関係は除く 
※２「農業農村整備事業等により整備された⼩⽔⼒発電施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整につ
いて」（25 農振第 2313 号平成 26 年４⽉１⽇農林⽔産省農村振興局⻑通知 30 農振第 3310 号平成 31 年３⽉ 27 ⽇最終
改定）により、農業農村整備事業等により⼩⽔⼒発電施設を整備し、FIT による売電を⾏う場合は、国⺠負担抑制のた
め、毎年度の発電実績量に応じて売電収⼊の⼀部を国庫に返納（FIT 調整）する必要があります。 
 

                                                       
5 経済産業省資源エネルギー庁・環境省「再⽣可能エネルギー事業⽀援ガイドブック」令和 3 年度版を基に作成 
<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/guidebook.pdf>（2022.1.31 閲覧） 
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表-8.1.3(2) 令和 3 年度 水力発電施設に係る主な支援制度6 （設備導入） 
種
別 実施元 事業名 対象事業者 ⽀援内容・主な要件 補助率 

補助内容 

設
備
導
⼊ 

経済産業省 
（ 資 源 エ ネ ル
ギー庁） 

⽔⼒発電の導⼊加速化
補助⾦(⽔⼒発電の既
存設備の増出⼒⼜は増
電⼒量の可能性調査及
び更新等事業(既存設
備有効活⽤⽀援事業)) 

⺠間事業者等 
地⽅公共団体 

⽔⼒発電の増出⼒⼜は増電⼒
量を図る設備更新⼜は改造費
⽤を⽀援 
FIT との併⽤不可 
 

1/4 以内 

地域共⽣型再⽣可能エ
ネルギー等普及促進事
業 

⺠間事業者 地域マイクログリッドの構築
する費⽤を⽀援 

2/3 以内 
(導⼊プラン
作成事業 3/4

以内) 

環境省 

地域脱炭素投資促進フ
ァンド事業 ⺠間事業者 事業者の提案に沿った再エネ

設備等を⽀援 
対象事業者
への出資 

脱炭素イノベーション
による地域循環共⽣圏
構築事業のうち、 
地域の再エネ⾃給率向
上やレジリエンス強化
を図る⾃⽴・分散型地
域エネルギーシステム
構築⽀援事業 

⺠間事業者・団体 
地⽅公共団体等 

地⽅公共団体と⺠間企業との
共同により、地域の再⽣可能
エネルギー・蓄電池・⾃営線
等を活⽤した、再エネ⾃給率
最⼤化と防災⼒向上を同時実
現する⾃⽴・分散型エネルギ
ーシステム構築のための計画
策定や設備等導⼊に対して⽀
援を⾏う 

計画策定 
3/4 

設備等導⼊ 
2/3 

農林⽔産省 

農⼭漁村地域整備交付
⾦のうち地域⽤⽔環境
整備事業※２ 

都道府県 
市町村 
⼟地改良区等 

事業計画区域を対象とした、
地域⽤⽔事業計画等を作成す
ること。 
⼩⽔⼒発電整備の単独整備が
可能 

1/2 ほか 

農業⽔路等⻑寿命化・
防災減災事業※２ 

都道府県 
市町村 
⼟地改良区等 

⻑寿命化・防災減災計画が作
成されていること 
整備と併せて、実施計画策定
も可能 

1/2 ほか 

※１調査、設備導⼊のみ、利⼦補給や税制優遇関係は除く 
※２「農業農村整備事業等により整備された⼩⽔⼒発電施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整につ
いて」（25 農振第 2313 号平成 26 年４⽉１⽇農林⽔産省農村振興局⻑通知 30 農振第 3310 号平成 31 年３⽉ 27 ⽇最終
改定）により、農業農村整備事業等により⼩⽔⼒発電施設を整備し、FIT による売電を⾏う場合は、国⺠負担抑制のた
め、毎年度の発電実績量に応じて売電収⼊の⼀部を国庫に返納（FIT 調整）する必要があります。 
 

                                                       
6 経済産業省資源エネルギー庁・環境省「再⽣可能エネルギー事業⽀援ガイドブック」令和 3 年度版を基に作成 
<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/guidebook.pdf>（2022.1.31 閲覧） 






